
1 令和6年12月17日（火曜日） （第18209号）東　京　都　公　報

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

▷

目

次

規
　
　
　
則

○
養
蜂
振
興
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）…	

一

告
　
　
　
示

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）…	

三

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）…	

三

○
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
四
百
九
十
三
号
（
道
路
交
通
法
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

　

手
数
料
の
徴
収
委
託
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
警
視
庁
）…	

三

告
　
　
　
示
（
選
）

○
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指
定
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

三

規
　
　
　
則

養
蜂
振
興
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
十
七
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
六
号

養
蜂
振
興
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

養
蜂
振
興
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
蜜
蜂
飼
育
届
出
書
・
飼
育
変
更
届
出
書
」
を
「
蜜
蜂
飼
育
届
・
飼
育
変
更
届
」
に
改
め

る
。

 

 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

 

別
記
 

第
１
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）
 

 
 
（
表
）
 

蜜
蜂
飼
育
届
・
飼
育
変
更
届
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
東
京
都
知
事
 
殿
 

現
 
住
 所

 

電
話
番
号
 

氏
 

 
名
 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
務
所
の
 

所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

 
 
養
蜂
振
興
法
第
３
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

 

記
 

 

１
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
現
在
蜜
蜂
飼
育
状
況
 

 
 

飼
育

場
所

 
飼
育
蜂
群
数
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
群
 

（
う
ち
日
本
蜜
蜂
 
 
 
 
 群
）
 

２
 
 
 
年
蜜
蜂
飼
育
計
画
 

 
 

飼
育

場
所
 

飼
育
予
定
最
大
計
画
蜂
群
数
 

飼
育

期
間
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 群

 

（
う
ち
日
本
蜜
蜂
 
 
 
 
 
群
）
 

1
月
1
日
か
ら
 
月
 
日
ま
で
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 群
 

（
う
ち
日
本
蜜
蜂
 
 
 
  

 
群
）
 
月
 
日
か
ら
 
月
 
日
ま
で
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 群
 

（
う
ち
日
本
蜜
蜂
 
 
 
 
 
群
）
 
月
 
日
か
ら
 
月
 
日
ま
で
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 群
 

（
う
ち
日
本
蜜
蜂
 
 
 
 
 
群
）
 
月
 
日
か
ら
 
月
 
日
ま
で
 

 
 

３
 
 
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
当
た
っ
て
は
以
下
の
内
容
に
つ
い
て
、
同
意
し
ま
す
。
 

⑴
 
個
人
情
報
の
利
用
目
的
：
東
京
都
は
、
蜂
群
の
配
置
調
整
、
蜜
蜂
の
防
疫
、
農
薬
被
害
の
防
止
そ

の
他
の
養
蜂
の
振
興
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
利
用
す
る
。
 

⑵
 
 
個
人
情
報
の
安
全
管
理
措
置
：
東
京
都
は
、
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
安
全
管
理
の
た
め
、
安
全
管

理
に
関
す
る
取
扱
規
程
等
の
整
備
及
び
実
施
体
制
の
整
備
を
講
じ
る
。
 

⑶
 
 
個
人
情
報
の
第
三
者
へ
の
提
供
：
東
京
都
は
、
個
人
情
報
を
第
三
者
に
提
供
す
る
に
当
た
り
、
次

の
場
合
を
除
き
、
本
人
の
同
意
な
く
第
三
者
に
個
人
情
報
を
提
供
し
な
い
。
 

 
 
 
 
・
法
令
に
基
づ
く
場
合
 

・
東
京
都
の
管
理
監
督
の
下
、
蜂
群
の
配
置
調
整
、
蜜
蜂
の
防
疫
、
農
薬
被
害
の
防
止
そ
の
他
の
養

蜂
の
振
興
に
必
要
な
範
囲
内
で
関
係
者
（
蜜
蜂
飼
育
者
、
区
市
町
村
、
他
の
道
府
県
）
及
び
関
係

機
関
等
の
協
力
が
必
要
な
場
合
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別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

  

 

第
２
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）

 

蜜
蜂
転
飼
許
可
申
請
書
 

年
 
 
月

 
 
日
 
 

 
東
京
都
知
事
 
殿
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
   

 
 
 
 
  現

住
所
 

電
話
番
号

 

氏
名
 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
務
所
の
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

 
下
記
の
と
お
り
転
飼
し
た
い
の
で
、
養
蜂
振
興
法
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。
 

 

記
 

  
 

転
飼
し
よ
 

う
と
す
る

場
所
 

左
の
土
地
所
有
者

住
所

氏
名
 
 
最
大
計
画
蜂
群
数

  
転
 
飼
 期

 間
 
飼
育
者
 

住
所
氏
名
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
群
 

（
う
ち
日
本
蜜
蜂
 
 
群
）
 

月
日
か
ら
 

月
日
ま
で
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
群
 

（
う
ち
日
本
蜜
蜂
 
 
群
）
 

月
日
か
ら
 

月
日
ま
で
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
群
 

（
う
ち
日
本
蜜
蜂
 
 
群
）
 

月
日
か
ら
 

月
日
ま
で
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
群
 

（
う
ち
日
本
蜜
蜂
 
 
群
）
 

月
日
か
ら
 

月
日
ま
で
 

 
 

 

個
人
情
報
の
取
扱
い
に
当
た
っ
て
は
以
下
の
内
容
に
つ
い
て
、
同
意
し
ま
す
。
 

１
 
 
個
人
情
報
の
利
用
目
的
：
東
京
都
は
、
蜂
群
の
配
置
調
整
、
蜜
蜂
の
防
疫
、
農
薬
被
害
の
防
止
そ

の
他
の
養
蜂
の
振
興
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
利
用
す
る
。
 

２
 
 
個
人
情
報
の
安
全
管
理
措
置
：
東
京
都
は
、
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
安
全
管
理
の
た
め
、
安
全
管

理
に
関
す
る
取
扱
規
程
等
の
整
備
及
び
実
施
体
制
の
整
備
を
講
じ
る
。
 

３
 
 
個
人
情
報
の
第
三
者
へ
の
提
供
：
東
京
都
は
、
個
人
情
報
を
第
三
者
に
提
供
す
る
に
当
た
り
、
次

の
場
合
を
除
き
、
本
人
の
同
意
な
く
第
三
者
に
個
人
情
報
を
提
供
し
な
い
。
 

・
法
令
に
基
づ
く
場
合
 

・
東
京
都
の
管
理
監
督
の
下
、
蜂
群
の
配
置
調
整
、
蜜
蜂
の
防
疫
、
農
薬
被
害
の
防
止
そ
の
他
の
養

蜂
の
振
興
に
必
要
な
範
囲
内
で
関
係
者
（
蜜
蜂
飼
育
者
、
区
市
町
村
、
他
の
道
府
県
）
及
び
関
係

機
関
等
の
協
力
が
必
要
な
場
合

 

 

備
考
 

１
 
電
話
番
号
は
、
常
時
連
絡
が
取
れ
る
携
帯
電
話
等
の
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

２
 
転
飼
し
よ
う
と
す
る
場
所
は
、
巣
箱
の
配
置
場
所
が
確
認
で
き
る
情
報
（
番
地
、
号
並
び
に
必

要
に
応
じ
緯
度
及
び
経
度
）
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
地
図
の
添
付
等
で
も
可
と
す
る
。
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 

  

    
（
裏
）
 

備
考
 

１
 
電
話
番
号
は
、
常
時
連
絡
が
取
れ
る
携
帯
電
話
等
の
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

２
 
飼
育
場
所
は
、
巣
箱
の
配
置
場
所
が
確
認
で
き
る
情
報
（
番
地
、
号
並
び
に
必
要
に
応
じ
緯
度
及

び
経
度
）
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

な
お
、
地
図
の
添
付
等
で
も
可
と
す
る
。
 

３
 
飼
育
計
画
は
、
１
月
１
日
か
ら
1
2
月
3
1
日
ま
で
に
つ
い
て
記
入
す
る
こ
と
。
 

 【
提
出
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
】
 

養
蜂
振
興
法
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
は
、
蜂
群
配
置
の
適
正
の
確
保
及
び
防

疫
の
迅
速
か
つ
的
確
な
実
施
を
図
る
た
め
、
蜂
群
配
置
に
係
る
調
整
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も

の
と
さ
れ
て
お
り
、
蜜
蜂
の
飼
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
周
辺
の
蜜
蜂
飼
育
者
と
配
置
調
整
が
必

要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
本
届
出
の
提
出
後
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京

都
か
ら
、
蜂
群
配
置
に
係
る
調
整
等
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
蜜
蜂
の
飼
育
の

状
況
等
に
関
し
、
必
要
な
協
力
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し

て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
六
年
十
二
月
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施　

設　

の　

名　

称

所　
　
　

在　
　
　

地

医
療
法
人
社
団　

寿
英
会

内
田
病
院

足
立
区
千
住
二
丁
目
三
十
九
番
地

令
和
六
年
十
二
月
十
七
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

世
田
谷
区
船
橋
二
丁
目
五
十
五
番
四
、
五

十
六
番
一
、
五
十
八
番
一
、
同
番
二
、
同

番
四
、
同
番
七
、
同
番
十
八
か
ら
同
番
二

十
ま
で
、
同
番
二
十
三
、
同
番
二
十
五
及

び
同
番
二
十
六

令
和
六
年
十
二
月

三
日

二　

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
五
号

令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
四
百
九
十
三
号
（
道
路
交
通
法
第
百
十

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
数
料
の
徴
収
委
託
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一
の
表
中

「
株
式
会
社
足
立
自
動
車
学
校

足
立
区
東
六
月
町
三
番
一
号

株
式
会
社
新
小
岩
自
動
車
教

習
所

葛
飾
区
奥
戸
四
丁
目
二
番
一

号
		」

を「
株
式
会
社
足
立
自
動
車
学
校

足
立
区
東
六
月
町
三
番
一
号

」

に
改
め
る
。

告
　
　
　
示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
百
十
三
号

　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
養
蜂
振

興
法
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
に
よ
る
用
紙

で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
十
七
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

練
馬
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
八
十
四
号
西

大
泉
五
丁
目
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
令
和
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

練
馬
区
西
大
泉
五
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

　

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。
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